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保育に関する費用保障（給付）の仕組み  

～ 利用者負担のあり方  

参考資料   



第一次報告（抄）   



一部負担金の適正な運用に関するモデル事業（平成21年虔）  
【医療機関の未収金対賃】  

○ 入院患者について「一部負担金減免制度」と「保険者徴収制度」の運用改善を図る。  

○ 平成21年度にモデル事業を実施し、結果を踏まえ、平成22年度以降に全市町村での適切な運   
用のための一定の基準を提示予定。  

モデル事業の概要  

全国実施を見据え、各都道府県ごとに、少なくとも1つの市町村においてモデル事業を実施。  

1．協議会の設置   

協力医療機関、関係行政機関（国保・生保など）の協議会で、連携方策を検討。  

2．牒 窮lこよる未収金の対策）   

① 協力医療機関は、入院時刑エソテーシ］ンで把握した患者の一部負担金減免申請を援助。   

② 市町村は、一時的に生活保護世帯に準ずる状況にあると認めれば、一部負担金を減免。   

③ 国は、市町村が負担した二部負担金減免相当額の一部を補てん。  

．保険者徴収制度の活用（悪質滞納による未収金の対策）  

① 協力医療機関は、入院時オリエソテーシ］ソにおいて、本人・家族等の連絡先、支払方法を確認。  

未収金発生後は、支払誓約書の作成（発生時）、電話等による催促（毎月）、内容証明  

付き郵便による督促状送付（3ケ月に1回）、本人宅への訪問等（最低1回）を実施。  

② 市町村は、治療終了から3ケ月経過後、協力医療機関からの要請で、電話等で催促。  

さらに合計6ケ月経過し、かつ、次のいずれかの場合、強制徴収（保険者徴収）を実施。   

（ア）対象額が60万円超の場合 または（イ）保険料も滞納で強制徴収する場合   



保険者徴収制度の活用（概要）  

第1段階∵： 者から電話・文書による催促   

保険者徴収の前段階として、次に該当する場合には、医療機関からの協力依頼に  

基づき、保険者が、電話又は文書による催促を実施する。  

① 医療機関が（別紙）の未然防止策及び回収の取組を実施していること。  

②治療が終了してから3ケ月以上が経過していること。  

そカぞ古．斉超いが祝い塚合＝・  

2段階：悪質な滞納に重点化して保険者徴収を実施  

次に該当する悪質な滞納について保険者徴収を実施する。  

① 医療機関が（別紙）の未然防止策及び回収の取組を実施していること。  

②治療が終了してから6ケ月以上が経過していること。  

③次のいずれかに該当していること。  

（ア）保険者徴収の対象となる一部負担金相当額等が60万円を超えるもの  

※少額訴訟の対象が60万円以下の金銭の支払を求めるものとなっている。  

（イ）市町村が同一の被保険者に保険料の滞納処分を実施する状態にあるもの。   



○ 国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）  

第四十四条 保険者は、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に第四十二条又は前条の規定による  
一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。  

二（略）  

三 保険医療機関等に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。  

2・3（略）  

○ 健康保険法（大正十一年法律第七十号）  

（一部負担金の額の特例）  

第七十五条の二 保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医  
療機関又は保険薬局に第七十四条第一項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるもの  

に対し、次の措置を採ることができる。  

二（略）  

三 保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶   
予すること。  

2t3（略）  

○ 健康保険法施行規則（大正十五年内務省令第三十六号）  

（法第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情）  

第五十六条の二 法第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水  
害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受  けたこととす  
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保育の必要性の判断～公的保育契約   



1保育対象範囲について  

（1）保育対象範囲を検討する基本的な考え方  

【第1次報告での整理】  

○新たな制度体系が目指すものとして、「すべての子どもの健やかな育ちの支援」を基本に置くとともに、「国民の   
希望する結婚・出産・子育てが実現できる社会にしていくこと」と整理。  

○ また、新たな制度体系に必要な費用は、「社会全体（国、地方公共団体、事業主、個人）で重層的に支え合う   

仕組み」としていくことを確認。  

O「新たな保育の仕組み」の検討の前提としても、「良好な育成環境の保障を通じたすべての子どもの健やかな育   

ちの支援が必要」としている。  

○ さらに、検討が必要となってくる背景として、  

① 保育需要の飛躍的増大   

i）共働き世帯の増加（サービスの一般化）  

ii）大きな潜在需要（未就学児がいる母親の「就労希望の高さ」と現実の「就労率の低さ」との大きなギャップ）  

② 保育需要の深化■多様化  

i）働き方の多様化（短時間・夜間■休日等）  

ii）親支援の必要性の高まり  

iii）すべての子育て家庭への支援の必要性  

③ 地域の保育機能の維持の必要性  

などを挙げている。  
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【保護者の就労を要件とする場合について】  

①「新たな保育の仕組み」では、多様な就労形態に応じた保育ニーズに対応するため、「休日」「早朝■夜間」「短  
時間」「不定期」の就労についても保育を保障する。  
⇒・認可保育所の開所日数、開所時間に応じた保障の仕方から、子ども毎に必要性に応じた保障の仕組みと  

することで、「休日」「早朝・夜間」などのニーズには対応しやすい仕組みとなる。  

→ それに応じたサービス基盤の確保が必要   

・今後需要の大幅な拡充が見込まれる短時間勤務等の場合については、現行制度でも、特定保育－一時保  
育の給付メニューも活用しながら、認可保育所による受入れで可能な限り対応。現行では対応しきれていな  

いニーズについても、利用者の意向を踏まえながら、認可保育所における対応を拡大するとともに、多様な給  

付メニュー （受け皿）を制度的に考える必要。  

②「求職中」「就学」について  

・育児が一段落した後の円滑な再就職など、安心して求職活動ができるよう、保育の保障をしていく必要。  
・その際、保育の実施期間等の具体的仕組みを検討していく必要。  

③在宅就労、自営業、農林水産業等の多様な働き方についても、ニーズに応じた保育保障の仕組みを考える  

必要。  
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2 保育利用までの具体的流れ  

※「新たな保育の仕組み」における公的保育の保障は、認可保育所のほか家庭的保育等の多様なサービスメニューを含めた  

サービス全体で、保育の必要な子どもに対し保育を保障するもの。   

以下、表記の便宜上、多様なサービスメニューを含め、「保育所等」と記述。  

（1）「新たな保育の仕組み」における保育利用の流れを検討するに当たっての基本的な考え方  

○ 法的な整理は、以下の通り（第1次報告）。  
・保育の必要性・量及び優先性についての認定は、市町村が行う。  

・市町村が公的責任を果たす三者の枠組みの中で、認定を受けた利用者が保育所等と公的保育契約を締結。  
※ 市町村が、利用保育所等の決定とは独立して保育の必要性・量を判断することにより、潜在的な需要を明   

確化 ＝ 市町村の認可保育所に対する委託関係に代わって、三者の枠組みの中で公的保育契約  

○具体的な手続きの流れについては、次のような視点を踏まえて考える必要。  
・優先的に利用確保されるべき子どもに対する保育の確保  

・虐待事例など、保護者の自発的な利用申込みが期待できない場合に対する配慮  
・受入れ決定（選考）の公平・公正な実施  

・利用者の手続負担に対する配慮  

・育児休業終了から保育利用への連続性  

・保育を必要とするすべての子どもに対する利用保障  

・就労開始の一定期間前に利用保育所等が判明するような予測可能性  

・緊急に保育を必要となる場合の利用保障  
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O「1」で検討の保育対象範囲に基づいて、保育の必要性・量、優先性について認定。  

※ 優先的に利用確保されるべき子どもの範囲、仕組みについては、次回以降に検討  

○ 当該認定において同時に、保育料の負担区分（例えば、低所得者への配慮を行う場合に低所得者の区分に  

該当する旨の確認）も決定する必要。  

○認定後、市町村は認定者の保育の実際の利用状況を把握（実際に保育の利用に至ったか、優先すべき子ども  
の利用が確保されているかを含む）し、待機児童に係る情報（各保育所等の定員充足状況等）の開示を行う。  

○ 定期的な就労等の状況の確認、事情が変更となった場合の利用者側からの申出等の仕組みを考える必要。  
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③劃用者が保育所等に申込み  

○ 利用者が保育所等に入所を申し込む段階については、次のような点に考慮する必要。  
・事前に利用が予測できる場合、随時保育が必要となる場合に応じた対応   

育児休業終了時や就労開始時におけるスムーズな利用と予測可能性  

・利用者の手続負担（利便性）への配慮  

・虐待事例、障害児、ひとり親家庭、保護者が障害者の場合、休日・早朝・夜間就労者等で受け皿が限られる   

場合の市町村による利用支援  

○ また、「需要が供給を上回っている場合」と「供給が需要を上回っている場合」と区分して考える必要がある。  

【利用保育所等が決まる時期】  

○ 事前に保育が必要となることが予測できる場合の対応としては、保育所等を利用できることが就職や職場復帰   

の重要なポイントとなることから、できるだけ早期に利用保育所等が決まるようにすべきではないか。   

例えば、  

・4月から保育利用を希望する場合は、例えば前年12月末までに利用保育所等が一定程度判明するような日   

程   

育児休業期間の終了時期との関係等で、年度途中からの保育利用を希望する場合は、当該時期からの利用   

予約制の導入  

○ 同居親族の常時介護等により、随時保育が必要になる場合にも、その都度、保育の利用開始が可能となる必  

要がある。  
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【需要が供給を上回っている場合】  

○ 利用者が保育所等に利用を申し込むに際し、市町村が関与しなかった場合、次のような事態が想定される。  

・利用者が利用を希望する保育所等を探し、保育所等に直接利用を申し込む。  
・希望者が定員を上回り、受入れ決定（選考）されなかった場合は、当該利用者は改めて、定員を充足していな   

い保育所等の情報を入手し、当該保育所等に利用を申し込む。   

■ 受入れ決定（選考）されなかった度に、同様の手続きを繰り返す。  

⇒現在、利用者が市町村に、複数の希望する認可保育所を記載して入所を申請し、市町村から利用者に、受入   

先保育所（又は、受入れが可能な認可保育所がない旨）を通知する仕組みであるが、これよりも利用者にとって   

手続きが煩雑になる側面   
‾1  
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